
利水参画者等から頂いたご意見について

「第４回 成瀬ダム建設事業の関係地方公共団体からなる 検討の場」

資料４

国土交通省 東北地方整備局

平成2４年９月２１日





意 見 聴 取 等 の 概 要

東北地方整備局は、平成２３年１０月２０日に「第３回成瀬ダム建設事業の関係地方公
共団体からなる検討の場」を開催し、治水、新規利水、流水の正常な機能の維持について、
それぞれ目的別の対策案の立案及び概略評価（案）を提示した。

このうち新規利水対策案及び流水の正常な機能の維持対策案について、以下のとおりご
意見を頂いた。

【新規利水対策案、流水の正常な機能の維持対策案】

（１）利水参画者
・新規利水対策案に関する見解
・関係する流水の正常な機能の維持対策案に関する見解

（２）関係河川使用者（流水の正常な機能の維持対策案を構成する施設の
管理者や関係者）

・関係する流水の正常な機能の維持対策案に関する見解

（３）その他関係者
・関係する流水の正常な機能の維持対策案に関する見解
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新規利水対策案及び流水の正常な機能の維持対策案の提示、意見聴取先

・再評価実施要領細目 第４再評価の視点 １（２）④ ｉ）より、以下の利水参画者、関係河川使用者

（利水に関して河川に権利を有する者又は許可を受けた者）や関係自治体として、以下の機関を抽
出。

再評価実施要領細目 第４ 再評価の視点 １（２）④ ｉ）より

（前略）・・・その後、概略検討により、利水対策案（代替案又は代替案の組み合わせにより立案す
る。）を抽出し、利水対策案を利水参画者等に提示し、意見聴取を行う。意見聴取先は利水参画者
以外に、関係河川使用者や関係自治体が考えられる。・・・・（後略）

2

東
北
農
政
局

農
林
水
産
省

秋
田
県

秋
田
市

横
手
市

湯
沢
市

大
仙
市

仙
北
市

美
郷
町

羽
後
町

東
成
瀬
村

秋
田
支
店

東
北
電
力
㈱

 ① 利水参画予定者 ● ● ● ● ●

 ② 対策案に関係する
　  主な河川使用者

● ● ● ● ● ●

 ③ 構成員及び対策案に
　  関係する自治体

● ● ● ● ● ● ● ● ●



意見聴取先

東北農政局

１．複数の利水対策案に対する意見
(1)当地域は、従来からの農業用水不足を解消するため、成瀬ダム建設事業における水源開発を事業計画に位置付けた上で、国営平
鹿平野農業水利事業及びその付帯関連事業を実施し、必要な施設整備を概ね完成させている。現在、成瀬ダムの完成を前提として許
可された暫定水利権を得た上で土地改良区等が施設管理を行っているところであり、地域の利水者は早期の安定水源の確保につい
て、強く待ち望んでいるのが実情である。こうした当地域の事業経緯を踏まえ、必要水量の安定確保と水源開発事業の早期完了につ
いて強く要請するものである。
(2)また、現行の国営平鹿平野農業水利事業及びその付帯関連事業は受益農家の同意徴集を含む土地改良法に基づく手続きを了し
た事業であり、今回の利水対策案の検討によって、成瀬ダム建設以外の代替案に変更された場合は、今後、事業計画の変更あるいは
新規の事業計画の決定等の法手続が必要となることが想定される。したがって、代替案の決定にあたっては、受益農家の意向を改め
て確認する必要が生じることを指摘しておく。
(3)利水対策案の検討にあたっては、水源開発事業の実現可能性・確実性について重要な評価要素として頂きたい。
(4)利水者にとって、施設の建設及び管理に係る経済的負担は重大な関心事項である。特に、当地域は、安定水源がないため不安定
な地下水利用や番水等の厳しい取水管理で対処してきたことから、受益農家に追加的な管理費負担を求めることは極めて困難な状況
である。したがって、新規利水の観点からの検討にあたっては、建設事業の経済性とともに、利水者の建設及び管理に係る負担につい
ても十分留意しつつ、新たな負担が発生しないような検討をお願いしたい。

２．流水の正常な機能の維持に対する意見
河川からの既得水利権に支障を及ぼさないように、河川管理者が必要量を責任を持って手当てすることを要望する。
なお、地元土地改良区に新規利水の検討内容を説明した際に聴取した意見・要望等は、添付のとおり切実かつ多様であり、今後の検
討を進める際にも利水者に対する丁寧な説明と意見の尊重をお願いする。

　　東北農政局（添付資料）地元土地改良区の意見・要望等
　　・利水対策４案（現計画、利水専用ダム新設、皆瀬ダム嵩上げ、地下水取水）の説明内容を受けて、平鹿平野地区国営かんがい
　　排水促進協議会（以下、「促進協議会」という。）としては現計画案で決定することと理解し、早期のダム建設を要望する。
　　・利水対策４案のうち地下水利用は安定水源として無理があることから、促進協議会としては代替案から削除してほしい。
　　・地下水利用による大量の農業用水の取水は地盤沈下が考えられる。今年も地下水利用で地下水位が低下したことから、代替
　　案の地下水取水では安定取水ができなくなる。
　　・暫定水利権は成瀬ダム水源手当が条件であり、成瀬ダム建設がなくなった場合の水利権の扱いについて検討することを要望
　　する。

①

分類 意　　　見

利水参画者及び関係河川使用者のご意見（１）
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意見聴取先 分類 意　　　見

秋田市

横手市

成瀬ダム案と比較して、かんがい、水道、流水の正常な機能維持の対策案のコストは高価であり、ダム案以外の対策案の実現に当
たっては必要な調査や関係者との合意形成に相当な年月を必要とする。
また、利水容量に従属する発電について、ダム以外の対策案では必要な発電水量が確保されないことから、発電事業の実現性、採算
性の再検討が必要となる。
経済性、各案の実現性、取水の安定性、時間軸を考慮すれば、利水はもとより治水効果も早期に発現できるダム建設案が 良であ
り、早期本体着手を要望する。

（現計画）
・当市の横手川については、大松川ダムが完成してから大きな災害が起きていない。治水上も効果的であり、早期に検証を終わらせ、
本体着工すべきと考える。
・当市の西部・南部地域は、地下水によって水源をまかなっていたが、近年地下水位の低下による水量不足及び水質の悪化が出てき
ており、成瀬ダム建設により長期的な安定水源が必要である。
（利水対策案）
・ケース2利水専用ダムは、新たな用地確保など成瀬ダムで今まで行ってきた事を 初からすることになり、同様の課題と新たな課題が
生まれることが懸念される。
・ケース9他用途ダム容量買い上げは、治水以外の利水用水量を確保しなければならず、大雨などの治水安全度が低下することにな
る。下流域の洪水・災害対策のため治水代替案をプラスすることが必要となり、実現に相当な年月を要し、膨大なコストになると考えら
れ現実的でない。
・ケース12地下水取水について、地下水調査等を実施しても、将来的な取水量減少が危惧され安定取水とは考えられない。現に当市
の十文字・増田地域では取水井の冬期間水位が低下しており、慢性的な水量不足となっている。そのため道路融雪での地下水使用を
制限している現状である。また、既存地下水利用者への影響及び取水場周辺の地盤沈下などが懸念されるため、利水対策案とするこ
とはできない。
・ケース15、16は、湯沢市・横手市の利水対策案の地下水取水及び他用途ダム容量買い上げに、大仙市の玉川ダム使用権の振替を
プラスしただけであり、対策案としての必要が無いと考える。
・いずれの対策案も、現計画に比べてコストの増大及び工事が完成するまでの期間が大幅に伸びると想定される。利水者としては負担
が増えて利水時期が遅れるなど対策になっていないと考える。利水・治水の両面で 小の費用・工期となる成瀬ダム本体着工により、
利水対策を進めていただくよう要望する。

秋田県
①
②
③

②
③

１．成瀬ダム建設案以外の対策案については、ダム建設と同等以上の機能を持つとともに、ダムの建設コストを下回ることが求められ
ることから、コスト面からは、ダム建設案以外に採用すべき案はないものと考える。
２．ダム建設案は、それ以外の対策案に求められている、土地所有者や利水関係者および被害軽減対象者などとの調整（合意）を必
要とせず、事業執行の確実性が高く安定した水源としての確保が早期に見込まれることからも、採用すべき案と考える。
３．対策案のうち、地下水取水については、地下水の十分な賦存量が確認されていないことと地盤沈下などの影響を考慮すると、将来
的にも安定した水源であり得るのか不明なことから、採用すべき案ではないと考える。

以上のことから、コストおよび工期の面から優れている、成瀬ダム建設による利水対策を進めていただきたい。

①
②
③

利水参画者及び関係河川使用者のご意見（２）
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利水参画者及び関係河川使用者のご意見（３）
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意見聴取先 分類 意　　　見

《新規利水（水道）》
1.現計画（成瀬ダム）
　・今般示された「新規利水（水道）」の代替案は、下記に示すとおりいずれも代替案にはなり得ないと考えられる。
　・現計画（成瀬ダム）は、「新規利水（水道）」のみならず、治水機能や他の利水にも効果を発揮できる多目的ダムであり、早期の完成
が望ましい。
2.利水専用ダムを新設
　・利水専用ダムを造るにあたっては、調査・用地取得・建設及び管理に至るまで水道事業者が行うことになること。また、今般示された
概算事業費でも現計画より負担が大きいことから、代替案としては不適当である。
9.他用途ダム容量買い上げ（皆瀬ダム治水）
　・皆瀬ダムの治水容量を買い上げることにより、新たにダム下流部の治水対策が必要となり、それに長期間要すると考えられること。
また、その対策後に初めて水道用水が確保できるものであり、代替案としては不適当である。
12.地下水取水
　・地下水取水は、既存量の不明確性、季節・気候による取水可能量の変化、地盤沈下等周辺への影響等を考慮すると、代替案として
は不適当である。
15.地下水取水【湯沢市・横手市】＋ダム使用権の振替(玉川ダム水道）【大仙市】
　・湯沢市分の代替案は、前記12と同じ理由で不適当である。
16.他用途ダム容量買い上げ（皆瀬ダム治水）【湯沢市・横手市】＋ダム使用権の振替(玉川ダム水道）【大仙市】
　・湯沢市分の代替案は、前記9と同じ理由で不適当である。

《流水の正常な機能の維持》
1.現計画（成瀬ダム）
　・今般示された「流水の正常な機能の維持」の代替案は、下記に示すとおりいずれも代替案にはなり得ないと考えられる。
　・現計画（成瀬ダム）は、「流水の正常な機能の維持」のみならず、治水機能や他の利水にも効果を発揮できる多目的ダムであり、早
期の完成が望ましい。
2.利水専用ダムを新設
　・利水専用ダムを現計画と同じ箇所に造るよりも、治水・利水の両面から効果を発揮できる現計画（成瀬ダム）を造った方が工期的・
工費的にも優れていると考えられ、代替案としては不適当である。
3.皆瀬ダムかさ上げ
　・皆瀬ダムのかさ上げは、調査や地権者・関係者との交渉等に時間を要する上、成瀬頭首工へ１７ｋｍもの導水管を引かなければな
らず、事業費が大きいこと。また、ダム所在地である当市にとっては、観光名所である小安峡の大噴湯への影響も懸念されることから、
代替案としては不適当である。
7.地下水取水
　・《新規利水（水道）》の12と同じ理由で不適当である。

湯沢市
①
②
③



利水参画者及び関係河川使用者のご意見（４）
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当市の南外地域における南外地区簡易水道事業、西仙北地域における刈和野地区、大沢郷地区簡易水道事業は、水源調査等の結
果、地域内に良好な水源を確保できないことから、水源を成瀬ダムに依存し、雄物川の表流水及び伏流水を安定水源として事業経営
認可を受け、それぞれ平成１６年度、平成１８年度、平成２０年度から暫定豊水水利権使用許可を得て給水を開始している。
しかしながら、３地区簡易水道事業とも、雄物川の流量が一定量を下回った場合は取水できず、特に水道水の需用が増加する夏季に
あっては、渇水による取水停止が続き、水道水の供給に苦慮しているところである。このことを解消し、永続的に安全で安心な水道水
の安定供給を図るためには、１日も早い安定水利権への移行が必要である。
今般示された現計画以外の代替案（新規水道）については、用地取得等に相当の期間と多額な費用負担の発生が想定される。また、
地下水取水については、水源調査等の結果、適する水源はないことが判明していること等、代替案にはなり得ないものである。
よって、当市３地区簡易水道事業について、永続的に安全で安心な水道水の安定供給を図るためには、現計画である「成瀬ダムの建
設」以外ないと考える。
現計画は、新規利水を開発すると共に、多目的ダムとして洪水調節機能や正常な流水維持機能を有し、ダム下流域の治水や河川環
境の向上が図られることから、成瀬ダムの早期完成を切に望む。

今回提示された複数の利水対策案について、玉川ダムの嵩上げは、ダム湖周辺における影響が多大となることが予想されることから、
不適当としていただきたい。
また、鎧畑ダムの他用途ダム容量買い上げについては、鎧畑地区の灌漑用水に影響を与えることが予想されることから、不適当として
いただきたい。

成瀬ダム建設事業の検証において美郷町に関係する複数の利水・治水対策案の中で「ダム以外を中心とした組み合わせ」に示されて
いる「地下水取水案」については、湧水や地下水は美郷町において貴重な生活用水並びに観光資源であり、取水に伴う地下水位への
影響などが不明なため、利水対策案としては住民理解は得られないと考えます。

意　　　見

仙北市

意見聴取先

③

①
②
③

③

③

分類

提示された利水代替案の各案ともコストの面で高価であり、また、対策案の実現に当たっては関係者との合意形成など相当な年月を
要するものと考えられます。
成瀬ダム建設事業は、事業費や事業期間が代替案に比べ明らかであり、事業の実現性が高く、新規利水・流水の正常な機能の維持
に関して安定した水源としての確保が早期に見込まれることから、予定工期内に完成させるよう強く希望します。

美郷町

羽後町

大仙市



利水参画者及び関係河川使用者のご意見（５）
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１．「第３回成瀬ダム建設事業の関係地方公共団体からなる検討の場」における『複数の利水等対策案の立案と概略評価について』
（資料－４）を確認いたしましたところ、現段階での利水対策案（概略評価）に対しましては、特段の意見はございません。
２．今後、貴職における利水対策案についての検討の結果、採択されました具体的な対策等の計画・実施に際しましては、当社発電設
備に対する影響等について事前に確認検討をさせていただきたく存じますので、具体的な対策案の確定前にご協議させていただきま
すようお願いいたします。
また、既存の当社発電設備の運用等に影響等が生じる場合には、補償等につきましてご協議させていただきますようお願いいたしま
す。
とりわけ、次の２点に関しましては、当社発電設備等への影響等が懸念されますので申し添えます。
　①『玉川ダムの未利用分の活用（他用途ダム容量買い上げ、ダム使用権の振替）』につきましては、玉川ダム利水容量の減少により
当社において減電が生じることが懸念されます。
　②『皆瀬ダムかさ上げ』につきましては、ダム水位の上昇により、上流に位置する当社滝の原発電所において設備および運転等への
影響が懸念されます。

意　　　見

東北電力㈱

意見聴取先

③

分類

②

近年本流域では、異常気象などによる洪水被害や渇水が度々起きており治水施設や利水環境の整備及び正常流量の確保のために
成瀬ダムの完成は流域住民の悲願である。
当東成瀬村は、流域発展のため先祖伝来の土地を提供し災害から住民の生命と財産を守ることを 優先として東成瀬村、村議会とと
もに事業の推進に協力してまいりました。
このたび、国土交通省東北地方整備局において提示された複数の利水対策案について東成瀬村としての意見は次のとおりです。
１．利水対策案を検討した結果、費用、工事期間、地域住民との協議・調整などの進捗状況を勘案すると成瀬ダム建設が も効果的・
合理的であると考える。
２．検討の場で意見が出た地下取水については、将来にわたる安定した取水可能量も不明であるなど既存の地下水利用者への影響
及び周辺の地盤沈下などの懸念もあり、検討対象案としては不確定要素が多く比較案としては不適当と考える。
３．既存のダム（皆瀬ダムなど）の嵩上げについては、施設の嵩上げ部分の用地交渉、工事期間など不透明な部分が多く新たな計画
策定など時間を要しその効果の発現がいつになるか不明であることから、検討対象案とするには不適当と考える。
４．利水の他用途ダムの新設については、計画の策定など時間が掛かることや治水上の安全性の向上には別途の対策が必要となる。
このことから、今回の検討からは除外すべきと考える。
以上のことから、「成瀬ダム建設事業」は他の対策案と比較検討しても 善の方策であることから、早期に検証を終わらせ速やかに本
体工事着工を推進すべきものである。

東成瀬村


